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 関市農業委員会総会議事録 

場所：関市役所 大会議室 

○議事日程 

平成２５年８月７日（水曜日）午前１０時 開議 

（１）議事録署名委員の指名 

（２）議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

（３）議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

（４）議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

（５）議案第４号 農用地利用集積計画の承認について 

 

○出席委員（３０名） 

２番 大竹  誠 君   ４番 粟倉 秀夫 君  ５番 小川 亮二 君  

６番 深川 俊朗 君   ９番 沼田 久男 君 １０番 天野 邦男 君  

 １１番 兼村 正美 君  １２番 石木 治男 君 １４番 村井 雅之 君   

 １５番 山田 公平 君  １６番 山本  武 君 １７番 足立 孝弘 君  

 １８番 中村 睦明 君  １９番 美濃羽 久 君 ２０番 鈴木 和道 君  

 ２１番 土屋 尊史 君  ２２番 土屋 顯弘 君 ２３番 丹羽 喜和 君  

 ２５番 永井 博光 君  ２６番 野村  茂 君 ２７番 林  修美 君  

 ２８番 長屋  芳成 君  ２９番 日置   香  君 ３０番 藤川   勝 君  

 ３１番 村上 忠一 君  ３２番 伊佐地鐡夫 君 ３３番 川村 信子 君  

 ３４番 長尾 初恵 君  ３５番 岩田 幸子  君 ３６番 武藤 隆夫 君 

 

○欠席委員（５名） 

 ３番 東山 武司 君   ７番 加藤  徹 君   ８番 大澤 慶一 君  

 １３番 篠田 権三 君  ２４番 相宮 千秋 君 

 

○委員以外の出席者 

農業委員会事務局長    玉田 和久 君  農業委員会事務局課長補佐 長尾 成広 君 

農業委員会事務局係長   古田 考幸 君  農業委員会事務局書記   河村 茂範 君 

板取事務所 課長補佐   黒野 幸男 君  洞戸事務所 主任主査   河村  茂 君 

武儀事務所 課長補佐   川島 友教 君  武芸川事務所 主任主査  永井 治美 君 

上之保事務所 主事    加藤 恵子 君 
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午前１０時００分 開会 

○事務局課長補佐（長尾成広君） それでは、これから農業委員会総会を始めさせていただきま

す。まず、市民憲章のご唱和をお願いします。ご起立ください。 

（市民憲章を唱和） 

ありがとうございました。ご着席ください。それでは、はじめに深川俊朗会長からご挨拶をお

願いします。 

○議長（深川俊朗君） 大雨が続きましたが、今日からはまた猛暑が予想されています。体調管

理には十分にお気を付けください。 

7月9日中濃地区農業委員研修、8月2日郡上和良地区協議会委員会がありましたが、関係委員の方、

出席していただきありがとうございました。 

なお、本日、坂井部長は他の公務と重なったため、欠席であります。 

それでは、農務課長にあいさつをお願いします。 

○農務課長（玉田和久君） 最近の大雨で津保川から南の方、南部地域に被害出ました。今年こ

れからひどく雨が降り大きな被害がでないか心配しているところです。 

ＴＰＰも交渉がすすんでおり、首相も経済成長戦略の中で農業のこともとりあげています。これ

からも、関市の農業の発展のために努めてまいりたいと思います 

○議長（深川俊朗君） ただ今から、関市農業委員会総会を開催します。本日は、３番 東山武司

委員、７番 加藤 徹委員、８番 大澤慶一委員、１３番 篠田権三委員、２４番 相宮千秋委員 

が欠席、１２番 石木治男委員は遅刻ですが、会議規則第８条により委員の過半数の出席により総

会が成立しました。 

 次に、議事録署名委員の指名を行います。 

１８番 中村睦明委員、１９番 美濃羽 久委員のお二人にお願いします。 

 

 これより、議案の審議に入ります。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といたします。事務局の説明

を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、

審議を求めます。 

１番の案件は位置図が１ページになります。 

使用貸借権の設定で、申請地は市平賀地内､岐阜信用金庫東関支店の北東６０m ほどに位置する

田２筆の計１９３７㎡です。 

使用借人は、農業経営の拡大のため申請地を借り受けたいというもの。使用貸人は、農業経営が

困難のため、使用借人の申し出に応じるものです。 

７月１８日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。使用貸借の期間は、５年間として

います。 

２番の案件は位置図が２ページになります。 

所有権移転で申請地は、下有知地内､あかつき幼稚園の南西１５０m ほどに位置する農振農用地に

ある田、１９６３㎡です。 

譲受人は、農業経営の拡大のため申請地を譲り受けたいというもの、譲渡人は、農業経営が困難

のため、譲り受け人の申し出に応じ譲り渡すというものです。 
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７月１８日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

３番の案件は位置図が３ページになります。 

所有権移転で申請地は、倉知地内､国道 248 号バイパス倉知東交差点の東１００m ほどに位置する

田５筆 １９５７．８７㎡です。 

申請人は息子夫婦とその父で、譲受人である息子夫婦は、農業経営の拡大のため申請地を譲り受

けたいというもの。譲渡人である父は、高齢により農業経営が困難のため、息子夫婦である譲受人

の申し出に応じ、贈与したいというものです。 

７月１８日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

４番の案件は位置図が４ページになります。 

所有権移転で申請地は、西本郷地内､中濃厚生病院の北５０m ほどに位置する農振農用地にある

田、３１８７㎡です。 

申請人は親子で、譲受人である息子は、農業経営の拡大のため申請地の所有権２分の１を譲り受

けたいというもの。譲渡人である父は、高齢により農業経営が困難のため、息子である譲受人の申

し出に応じ、贈与したいというものです。 

７月１８日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

５番の案件は位置図が５ページになります。 

所有権移転で申請地は、黒屋地内、あかつき幼稚園の南東２５０m ほどに位置する農振農用地に

ある田２筆 ３４１３㎡です。 

譲受人は、申請地の北側の農地を所有し、今回農業経営の拡大のため申請地を譲り受けたいとい

うもの。譲渡人は、相続により取得をしたものの、居住地が遠方により農業経営が困難のため、今

回譲受人の申し出に応じるというものです。 

７月１８日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

６番の案件は位置図が６ページになります。 

所有権移転で申請地は、戸田地内の３筆で、戸田転作促進技術研修センターの北８０m などにあ

る農振農用地にある田２筆 ５２４４㎡ 及び 畑１５㎡、計３筆 ５２５９㎡です。 

譲受人は、農業経営を拡張するため申請地を譲り受けたいというもの。譲渡人は、譲り受け人の申

し出に応じるというものです。 

７月１８日に現地確認をし、田及び畑で農地性有りと確認しました。 

７番の案件は位置図が７ページになります。 

所有権移転で申請地は、板取地内、板取小学校の北西２６０m などにある畑４３６㎡、及び農振

農用地にある畑５６４㎡ 並びに 農振農用地にある田５５６㎡の計３筆１５５６㎡です。 

申請人は、息子と父で、譲受人である息子は、今回農業経営を引き継ぐため申請地を譲り受けた

いというもの。譲渡人である父は、高齢により農業経営が困難のため、息子に農業経営を引き継ぎ、

譲り渡すものです。 

７月１８日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

以上、所有権移転に関するもの６件、使用貸借権の設定に関するもの１件、計７件につきまして、

農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。よろし

くご審議をお願いいたします。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○２番（大竹 誠君） １番について異議ありません。 
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○１１番（兼村正美君） １番について異議ありません。 

○ 議長（深川俊朗君） ２番について欠席者８番大澤さんより異議なしと伺っています。 

○ ９番（沼田久男君） ３番について異議ありません。 

○１１番（兼村正美君） ４番について異議ありません。 

○ 議長（深川俊朗君） ５番について欠席者８番大澤さんより異議なしと伺っています。 

○１２番（石木治男君） ５番について異議ありません。 

○ 議長（深川俊朗君） ６番について欠席者１３番篠田さんより異議なしと伺っています。 

○２９番（日置 香君） ７番について異議ありません。 

○議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第１号の７件について、原案のとお

り許可することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第１号の７件を原案のとおり許可することといたします。 

続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について事務

局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）農地法第４条の規定により、下記農地の申請があったので、意見

を求めます。議案は４ページになります。 

１番の案件は位置図が８ページになります。 

申請地は、東新町５丁目地内、天神公民センターの北１８０ｍほどに位置する登記地目が田、現

況地目が畑、６７３㎡です。 

申請人は、高齢により農地管理が難しくなってきたため、賃貸集合住宅を建築し、収入を得たい

というものです。 

７月１８日に現地確認をし、畑一部宅地の状況であったため、始末書の添付があります。隣接農

地の承諾書の添付があります。農地の区分は都市計画法の用途地域内のため、第３種農地と判断し

ます。 

２番の案件は位置図が９ページになります。 

申請地は、神野地内、下日立公会堂の西３０ｍほどに位置する登記地目が畑、現況地目が宅地、 

２４１㎡です。 

申請人は、申請地と北側隣接地にある宅地に、本宅を建て替えるというものです。 

７月１８日に現地確認をしたところ、宅地の状況であったため、始末書の添付があります。隣接

農地の承諾書の添付があります。農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地

と判断します。 

３番の案件は位置図が１０ページになります。 

申請地は、東田原地内、東田原公民館の南南西２５０ｍほどに位置する登記地目が畑、現況地目

が宅地、７４７㎡です。 

申請人は、日当たりのよい自己所有地の有効活用をするため、申請地に太陽光発電施設を建設し

たいというものです。 

７月１８日に現地確認をしたところ、宅地の状況であったため、始末書の添付があります。隣接

農地の承諾書の添付があります。農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地
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と判断します。 

４番の案件は位置図が１１ページになります。 

申請地は、明生町５丁目地内、泉ケ丘公園の西南西２００ｍほどに位置する田４７９㎡です。 

申請人は、高齢により農業経営が困難になったため、申請地に貸駐車場を建設し、安定した収入

を得たいとういものです。 

７月１８日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。隣接農地の承諾書の添付

があります。農地の区分は、周辺に代替地がなく、住宅、事業施設が連たんする区域に近接する、

おおむね１０ha 未満の農地のため、第２種農地と判断します。 

５番の案件は位置図が１２ページになります。 

申請地は、山王通１丁目地内、栄町４丁目交差点の北西６０ｍほどに位置する畑２筆 ３９９㎡

です。 

申請人は、高齢により農地管理が困難になってきたことや現在居住している家が古くなってきた

ため、自己のための住宅を建築したいというものです。 

７月１８日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しました。隣接農地の承諾書の添付

があります。農地の区分は都市計画法の用途地域内のため、第３種農地と判断します。 

以上５件について、ご審議をお願いします。 

○ 議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○３２番（伊佐地鐡夫君）１番について異議ありません。 

○ 議長（深川俊朗君） ２番について欠席者３番東山さんより異議なしと伺っています。 

○ ４番（粟倉秀夫君） ３番について異議ありません。 

○ 議長（深川俊朗君） ４番について欠席者７番加藤さんより異議なしと伺っています。 

○１６番（山本 武君） ５番について異議ありません。 

○議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第２号の５件について、原案のとお

り岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第２号の５件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について事務

局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）農地法第５条の規定により、下記農地の申請があったので、意見

を求めます。議案は６ページになります。 

１番の案件は位置図が１３ページになります。 

所有権移転で、申請地は、神野地内、本郷集会所の東南東１３０ｍほどに位置する市道沿いにあ

る田６１２㎡です。 

譲受人夫婦は、現在、居住している住居が手狭になったため、自己資金により、夫婦自身及び妻

の両親の住宅二棟及び駐車場、庭敷地を建築したいというもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ

譲り渡すものです。 

７月１８日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。隣接農地の承諾書の添付がありま

す。農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 
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２番の案件に入る前に、今回５条申請には、昨年の９月に申請されて、この８月末に、農振農用

地の除外許可予定のものが、次の２番の案件を含めて１１件あります。農振農用地内での恒久転用

はできませんが、８月末に除外許可予定ということで申請があります。 

以後この案件を農振農用地で８月末に除外許可予定の田又は畑、と説明させていただくとともに、

併せて、農地区分についても、農振除外後の農地区分は、と説明させていただきますのでよろしく

お願いいたします。 

２番の案件は位置図が１４ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、大杉地内、大杉公民館の南２５０ｍほどに位置する農振農用地で、

昨年９月に農振除外の申請があり、今年の８月末に農振除外の許可が、県よりおりる予定の田３６

３㎡です。 

申請人は娘婿とその父で、借受人である娘婿は、現在、居住している住居が手狭になったため、

自己のための住宅を建築したいというもの。貸付人である父は、娘婿の申し出に応じ、申請地を貸

し付けるというものです。 

７月１８日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

農振除外後の農地の区分は、周辺に代替地がなく、住宅その他申請に係る土地の周辺において居

住する者の日常生活上又は業務上必要な施設であり、集落に接続して設置されるものに、該当する

ため、第１種農地と判断します。使用貸借の期間は、５０年間としています。 

３番の案件は位置図が１５ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、大杉地内、大杉公民館の南東２００ｍほどに位置する農振農用地

で８月末に除外許可予定の登記地目が山林、現況地目が畑、３３０㎡です。 

申請人は娘婿とその父で、借受人である娘婿は、現在、居住している住居が手狭になったため、

自己のための住宅を建築したいというもの。貸付人である父は、娘婿の申し出に応じ、申請地を貸

し付けるというものです。 

７月１８日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。農振除外後の農地の区分は、住宅、

事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。使用貸借の期間は、３０年間としていま

す。 

４番の案件は位置図が１６ページになります。 

賃貸借権の設定で申請地は、西田原地内、野田集会場の南東２４０ｍほどの坂祝町境に位置する

農振農用地内にある畑 ７０６㎡の内４３９．１１㎡、及び同じく農振農用地内にある田２筆   

２４３７㎡のうち２３５．１㎡の計３筆６７４．２１㎡です。地積測量図の添付があります。 

賃借人は、申請地に、独立行政法人水資源機構から木曽川右岸用水の管水路の敷設替え工事に伴

う工事用仮設道路を建設し、一時転用したいというもの。賃貸人は、賃借人の申し出に応じるとい

うものです。 

７月１８日に現地確認をし、畑及び田で農地性ありと確認しました。隣接農地の承諾書の添付が

あります。賃貸借の期間は、３カ月としています。 

５番の案件で位置図は１７ページになります。 

所有権移転で申請地は巾２丁目地内、巾公民センターの東北東１７０ｍほどに位置する畑３４５

㎡です。 

譲受人は、現在、息子が居住している住宅の南側の畑を息子夫婦とともに園芸を楽しむために、庭

敷地として購入するもの。譲渡人は、高齢で耕作が困難となったため、譲受人の申し出に応じると
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いうものです。 

７月１８日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。隣接農地の承諾書の添付がありま

す。農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

６番の案件は位置図が１８ページになります。 

所有権移転で申請地は巾３丁目地内、小屋名雇用促進住宅の東３２０ｍほどに位置する畑 ２筆 

２６３㎡です。 

譲受人は、現在、居住している住居が手狭になってきたため、自己のための住宅を建築したいと

いうもの。譲渡人は、高齢により農業経営が困難なため、譲り受け人の申し出に応じ譲り渡すもの

です。 

７月１８日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。隣接農地の承諾書の添付がありま

す。農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

７番の案件は位置図が１９ページになります。 

賃貸借権の設定で申請地は、神明町２丁目地内、南部公民センターの南西１５０ｍほどに位置する

国道２４８号沿いにある登記地目が畑、現況地目が雑種地 ３筆８８７㎡です。賃借人は、近隣の

宅地に商業店舗を建設し賃貸する予定であるが、駐車場が不足するため、申請地を借り受けて、貸

駐車場として利用したいというものです。 

賃貸人は、賃借人の申し出に応じるというものです。 

７月１８日に現地確認をし、雑種地の状況であったため、始末書の添付があります。農地の区分

は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。賃貸借の期間は、２０年間としてい

ます。 

８番の案件は位置図が２０ページになります。 

所有権移転で申請地は、神明町４丁目地内、しんめい公園の西７０ｍほどに位置する畑 ２２１

㎡です。 

譲受人は、現在、居住している住居が手狭になったため、自己のための住宅を建築したいという

もの。譲渡人は、高齢により農業経営が困難なため、譲り受け人の申し出に応じ譲り渡すものです。 

７月１８日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。隣接農地の承諾書の添付がありま

す。農地の区分は都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

９番の案件は位置図が２１ページになります。 

所有権移転で申請地は、明生町５丁目地内、泉ヶ丘公園の西２２０ｍほどに位置する田 ５６３

㎡です。 

譲受人は、現在、居住している住居が手狭になったため、自己のための住宅を建築したいという

もの。譲渡人は、高齢により農業経営が困難なため、譲り受け人の申し出に応じ譲り渡すものです。 

７月１８日に現地確認し田で農地性有りと確認しました。隣接農地の承諾書の添付があります。 

農地の区分は都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

１０番の案件は位置図が２２ページになります。 

所有権移転で申請地は、稲口地内、中濃運転講習センターの北東１３０ｍほどに位置する農振農

用地で８月末に除外許可予定の田 １７１３㎡です。 

譲受人は、申請地が市道に接し、土地の形状もいいことから分譲地に適していると考え、譲り受

け、宅地分譲するというもの。譲渡人は、高齢により農業経営が困難のため、譲受人の申し出に応

じるというものです。 
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７月１９日現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。隣接農地の承諾書の添付があります。 

農振除外後の農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

１１番の案件は位置図が２３ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、稲口地内、バロー関稲口店の北東１００ｍほどに位置する農振農

用地で８月末に除外許可予定の田２筆１３８７㎡のうち３７２．０４㎡です。地積測量図の添付が

あります。 

申請人は、親戚関係にあり、借受人は、現在、居住している住居が手狭になったため、自己のた

めの住宅を建築したいというもの。貸付人は、高齢により農業経営が困難なため、借受人の申し出

に応じ譲り渡すものです。 

７月１９日現地確認し、田で農地性有りと確認しました。隣接農地の承諾書の添付があります。

農振除外後の農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

使用貸借の期間は、３０年としています。 

１２番の案件は位置図が２４ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、水ノ輪町地内、水ノ輪公園の道路を挟んだ北側に位置する畑２筆、

２０８㎡です。 

申請人は、父と息子であり、借受人である息子は、現在、居住している住居が手狭になったため、

自己のための住宅を建築したいというもの。貸付人である父は、高齢により農業経営が困難なため、

借受人である息子の申し出に応じるというものです。 

７月１８日現地確認し、畑で農地性有りと確認しました。隣接農地の承諾書の添付があります。

農地の区分は都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。使用貸借の期間は、３０年

としています。 

１３番の案件は位置図が２５ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、下有知地内、下有知南部公民センターの北北東１８０ｍほどに位

置する畑５筆 １０９０㎡です。 

申請人は、孫と祖父の関係にあり、借受人である孫は、周辺に賃貸住宅が不足しているため、集

合住宅を建築したいというもの。貸付人である祖父は、高齢により農業経営が困難なため、借受人

である孫の申し出に応じるというものです。 

７月１８日現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。隣接農地の承諾書の添付があります。 

住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。使用貸借の期間は、５０年とし

ています。 

１４番の案件は位置図が２６ページになります。 

所有権移転で申請地は、下有知地内、長良川鉄道関市役所駅の西７０ｍほどに位置する農振農用

地で８月末に除外許可予定の田 ２９５５㎡です。 

譲受人は、申請地が、整備された道路に面し、土地の形状も良いことから、介護老人保健施設に

最適であると考え建設したいというもの。譲渡人は、農業経営が困難であり、譲受人の申し出に応

じ譲り渡すものです。 

７月１８日に現地確認し、田で農地性有りと確認しました。隣接農地の承諾書の添付があります。 

農振除外後の農地の区分は、申請地から３００ｍ以内に鉄道の駅があるため第３種農地と判断しま

す。 

１５番の案件は位置図が２７ページになります。 
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所有権移転で申請地は、倉知地内、サンサンシティマーゴ関の東２７０ｍほどに位置する農振農

用地で８月末に除外許可予定の田 １０４４㎡です。 

譲受人は、申請地が、整備された道路に面し、近隣に大型商業施設もあり、宅地分譲に適してい

ると考え建設したいというもの。譲渡人は、高齢で農業経営が困難であったところ、譲受人の申し

出に応じ譲り渡すものです。 

７月１９日に現地確認し、田で農地性有りと確認しました。隣接農地の隣地承諾書の添付があり

ます。農振除外後の農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

１６番の案件は位置図が２８ページになります。 

所有権移転で申請地は、下有知地内､今宮公民センターの北東２５０m ほどに位置する市道沿い

にある農振農用地で８月末に除外許可予定の田 ８００㎡です。 

譲受人は、申請地が、整備された道路に面し、土地の形状も良いことから、宅地分譲に適してい

ると考え建設したいというもの。譲渡人は、高齢のため農業経営が困難であったところ、譲り受け

人の申し出に応じ譲り渡すものです。 

隣接農地の承諾書の添付があります。農振除外後の農地の区分は、周辺に代替地がなく、住宅、

事業施設が連担する区域に近接するおおむね１０ha 未満の農地のため、第２種農地と判断します。 

１７番の案件は位置図が２９ページになります。 

所有権移転で申請地は、戸田地内、戸田転作促進技術研修センターの北北西２００ｍほどに位置

する登記地目が畑、現況地目が雑種地、２９９㎡です。 

譲受人は、現在、居住している住居が手狭になったため、自己のための住宅を建築したいという

もの。譲渡人は、生活資金充当及び借入金返済のため譲り受け人の申し出に応じ譲り渡すものです。 

７月１８日に現地確認をし、雑種地の状況であったため、始末書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

１８番の案件は位置図が３０ページになります。 

所有権移転で申請地は、小瀬長池町地内、三洋堂書店新関店の西１６０ｍほどに位置する登記地

目が畑、現況地目が田、３０７㎡です。 

譲受人は、現在、居住している住居が手狭になったため、自己のための住宅を建築したいという

もの。譲渡人は、譲り受け人の申し出に応じ譲り渡すものです。 

７月１９日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。農地の区分は都市計画法の用途地

域内のため第３種農地と判断します。 

１９番の案件は位置図が３１ページになります。 

所有権移転で申請地は、小瀬地内、国道１５６号小瀬１０番町交差点の南南東２３０ｍほどに位

置する登記地目が畑、現況地目が原野、６６１㎡です。 

譲受人は、発電機及び変電機などの電力機器の組み立て、検査、取り付け業をしており、申請地

付近には、高層な建物がないため、太陽光発電施設を建設したいというもの。譲渡人は、農業経営

が困難であったところ、譲り受け人の申し出に応じ譲り渡すものです。 

７月１９日に現地確認をし、原野の状況であったため、始末書の添付があります。隣接農地の承

諾書の添付があります。農地の区分は都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

２０番の案件は位置図が３２ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、中之保地内、中之保川多々良橋の北北西１７０ｍほどに位置する 

登記地目が畑、現況地目が雑種地、３筆９６３㎡です。 
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借受人は、申請地に、太陽光発電施設を建設したいというもの。貸付人は、譲り受け人の申し出

に応じ譲り渡すものです。 

７月１８日に現地確認をし、雑種地の状況であったため、始末書の添付があります。隣接農地の

承諾書の添付があります。農地の区分は、周辺に代替地がなく、第二種以外の農地に該当しないと

考えられるため、第２種農地と判断します。使用貸借の期間は、２０年としています。 

２１番の案件は位置図が３３ページになります。 

所有権移転で申請地は、上之保地内、上之保温泉ほほえみの湯の東北東１５０ｍほどに位置する

登記地目が畑、現況地目が雑種地、１４２㎡です。 

譲受人は、隣地にて建設業を営んでおり、従業員の貸駐車場及び貸資材置場として利用するため、

今回譲り受けるもの。譲渡人は、高齢により、農業経営が困難なため、譲り受け人の申し出に応じ

譲り渡すものです。 

７月１８日に現地確認をし、雑種地の状況であったため、始末書の添付があります。 

農地の区分は、周辺に代替地がなく、第２種以外の農地に該当しないと考えられるため、第２種

農地と判断します。 

２２番の案件は位置図が３４ページになります。 

所有権移転で申請地は、上之保地内、上之保温泉ほほえみの湯の東北東１５０ｍほどに位置する

登記地目が畑、現況地目が雑種地、１１２㎡です。 

譲受人は、隣地にて製材業を営んでおり、貸資材置場として利用するため、今回譲り受けるもの。                

譲渡人は、譲り受け人の申し出に応じ譲り渡すものです。 

７月１８日に現地確認をし、雑種地の状況であったため、始末書の添付があります。農地の区分

は、周辺に代替地がなく、第２種以外の農地に該当しないと考えられるため、第２種農地と判断し

ます。 

２３番の案件は位置図が３５ページになります。 

所有権移転で申請地は、上之保地内、上之保温泉ほほえみの湯の東北東１５０ｍほどに位置する

登記地目が畑、現況地目が雑種地、１２２㎡です。 

譲受人は、隣地にて製材業を営んでおり、貸資材置場として利用するため、今回譲り受けるもの。                

譲渡人は、譲り受け人の申し出に応じ譲り渡すものです。 

７月１８日に現地確認し、雑種地の状況であったため、始末書の添付があります。農地の区分は、

周辺に代替地がなく、第２種以外の農地に該当しないと考えられるため、第２種農地と判断します。 

２４番の案件は位置図が３６ページになります。 

所有権移転で申請地は、洞戸片地内、片集会所の南南東３００ｍほどに位置する登記地目が畑、

現況地目が原野、５５０㎡です。 

譲受人は、現在子ども夫婦が同居することになり手狭になるため、自己のための住宅を建築した

いというもの。譲渡人は、譲り受け人の申し出に応じ譲り渡すものです。 

７月１８日に現地確認をし、原野の状況であったため、始末書の添付があります。農地の区分は、

周辺に代替地がなく、住宅、事業施設が連たんする区域に近接する、おおむね１０ha 未満の農地の

ため、第２種農地と判断します。 

２５番の案件は位置図が３７ページになります。 

所有権移転で申請地は、洞戸菅谷地内、上菅谷集会所の東９０ｍほどに位置する農振農用地で８

月末に除外許可予定の登記地目が畑、現況地目が原野、４５０㎡です。 
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申請人は、親戚関係にあり、譲受人は、現在、県外に居住しているが、今回申請地を親類から譲り

受け、生まれ故郷に自己のための住宅を建築したいというもの。譲渡人は、親類である譲受人の申

し出に応じ譲り渡すものです。 

７月１８日に現地確認をし、原野の状況であったため、始末書の添付があります。隣接農地の承

諾書の添付があります。農振除外後の農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種

農地と判断します。 

２６番の案件は位置図が３８ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、洞戸小坂地内、洞戸観光やな の北西２００ｍほどに位置する農振

農用地で８月末に除外許可予定の登記地目が畑、現況地目が雑種地、５７０㎡です。 

申請人は、娘婿とその父の関係にあり、借受人である娘婿は、現在、居住している住居が手狭に

なったため、自己のための住宅を建築したいというもの。貸付人である父は、娘婿の申し出に応じ

るというものです。 

７月１８日現地確認をし、雑種地の状況であったため、始末書の添付があります。 

隣接農地の承諾書の添付があります。農振除外後の農地の区分は、周辺に代替地がなく、住宅そ

の他申請に係る土地の周辺において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設であり、集落に

接続して設置されるものに該当するため、第１種農地と判断します。使用貸借の期間は、２０年と

しています。 

２７番の案件は位置図が３９ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、板取地内、門出体育館の南東２００ｍほどに位置する農振農用地

で８月末に除外許可予定の登記地目が田、現況地目が雑種地、１６６㎡です。 

申請人は親子の関係にあり、借受人である息子は、自家用駐車場がないため、父である貸付人より

借り受け、駐車場整備をしたいというもの。貸付人である父は、息子の申し出に応じるというもの

です。 

７月１８日現地確認をし、雑種地の状況であったため、始末書の添付があります。隣接農地の承

諾書の添付があります。農振除外後の農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種

農地と判断します。使用貸借の期間は、１５年としています。 

２８番の案件は位置図が３７ページになります。 

所有権移転で申請地は、板取地内、杉島荘の北５０ｍほどに位置する登記地目が畑、現況地目が

原野 ２６４㎡ 及び登記地目が畑、現況地目が山林、７筆 ５９８６㎡ 並びに 登記地目が田、

現況地目が原野、２筆 ３９４㎡ 計１０筆 ６６４４㎡です。 

申請人は、孫と祖父の関係にあり、孫である譲受人は、畑作管理が困難になってきた申請地を譲

りうけ、植林をするというもの。譲渡人である祖父は、農業経営が困難であり、譲受人である孫に

贈与するというものです。 

７月１８日に現地確認をし、原野及び山林の状況であったため、始末書の添付があります。隣接

農地の承諾書の添付があります。農振除外後の農地の区分は、周辺に代替地がなく、第２種以外の

農地に該当しないと考えられるため、第２種農地と判断します。 

以上、所有権移転に関するもの１８件、賃貸借権の設定に関するもの２件、使用貸借権の設定に

関するもの８件の、計２８件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○ 議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

１番について欠席者３番東山さんより異議なしと伺っています。 
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○ ４番（粟倉秀夫君） ２、３、４番について異議ありません。 

○ 議長（深川俊朗君） ５、６、７、８、９、１０、１１番について欠席者７番加藤さんより

異議なしと伺っています。１２、１３、１４番について欠席者８番大澤さんより異議なしと伺っ

ています。 

○  ９番（沼田久男君） １５番について異議ありません。 

○１０番（天野邦男君） １６番について異議ありません。 

○  議長（深川俊朗君） １７番について欠席者１３番篠田さんより異議なしと伺っています。 

○１６番（山本 武君） １８，１９番について異議ありません。 

○１９番（美濃羽久君） ２０番について異議ありません。 

○２１番（土屋尊史君） ２１、２２、２３番について異議ありません。 

○２７番（林 修美君） ２４、２５、２６番について異議ありません。 

○２８番（長屋芳成君） ２７番について異議ありません。 

○２９番（日置 香君） ２８番について異議ありません 

○ 議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第３号の２８件について、原案のと

おり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第３号の所有権移転に関するもの１８件、賃貸借権の設定に関するもの２件、使

用貸借件設定に関するもの８件、計２８件を岐阜県知事に進達することといたします。 

続きまして、議案第４号 農用地利用集積計画の承認について、関市長より、農業経営基盤強化

促進法第１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画の承認を求められたので、意見を求めま

す。 

議案は１８ページになります。 

賃貸借権の設定に関するもの３件４筆について、承認を求められています。内訳としまして、新

規が３筆、更新が１筆で、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考え

ます。地目は、田が４筆８４０９㎡です。地区は、千疋、東本郷、小野の３地区です。 

設定を受ける者は、プラス㈱ほか計３者です。 

以上、農用地利用集積計画の承認につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑のあ

る方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第４号について、原案のとおり承認

することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

 それでは、議案第４号を原案のとおり承認することといたします。 

以上をもちまして、議案の審議は全て終了いたしました。 

その他について事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）次回の総会は９月６日午前１０時からの予定です。また、８月

の主な行事予定は８月１６日が転用申請等受付締切日で、８月１９日、２０日が転用申請等現地
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確認日で８月２９日が農業会議答申日です。 

○議長（深川俊朗君）これをもちまして閉会といたします。ご苦労様でした。 

午前１１時２０分 閉会 

本日の会議の顛末を記録し、相違ないことを証するためここに署名する。 
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